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《基本理念》

《環境保全への行動指針》

２．具体的に次のことに取り組みます。

   【二酸化炭素排出量の削減】 ①  電力消費の削減

   【廃棄物排出量の削減】 ②  受託産業廃棄物の二次産業廃棄物排出量の削減

   【排水量の削減】 ③  節水活動の推進

   【グリーン購入の促進】 ④  環境物品の購入比率の向上

   【事業に関する環境配慮】 ⑤  収集運搬車両の燃料消費の削減

⑥  焼却施設の助燃材消費の削減

　【環境教育の推進】 ⑦  外部環境関連講習への積極的な参加

１.環境方針

当社は昭和４６年設立以来「経済性と環境性の両立」をモットーに、産業廃液からの有価金属

の回収と、廃棄物焼却熱の有効利用に関わる技術・システムの開発に取り組んでまいりました。

そこで得た成果は広く業界にも提供し、経済効率の追求と環境性の向上とは相矛盾しないこと

を、実践を以って経験してきました。

近年、私ども産業廃棄物処理業者に対する排出事業者の要求は、地域的公害の防止という基

本的な事項から、地球規模での環境保全と経済的利益を伴う資源の有効利用へと、年々ハード

ルが上がっています。

当社はそのような社会的要請に応えるために、以下の環境方針を定め、事業を通じて蓄積した

知識とノウハウを活用し、当社と利害関係者の経済性を損なうことなく、環境経営の継続的改善を

実施し、より高い実効性の望める環境活動を積極的に推進してまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　遠藤　信也　　　　　　　　　　

改定日：2020年11月15日

3．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。

１．環境方針を全従業員に周知させ、環境保全への意識の向上を図ります。
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（１）

（２）
: 千葉県船橋市金杉七丁目41番１号（登記上の所在地）
: 千葉県船橋市金杉７丁目３番21号（実質的な本社機能）
: 千葉県船橋市金杉８８２番地４
: 千葉県船橋市潮見町３６番地２
: 茨城県稲敷郡美浦村土屋字山下１９８２

（３）

（４）

（５）

（６）

： 0008927
：
： 誠和工業株式会社
： 管理センター、金杉工場、潮見工場、美浦工場
： 千葉県船橋市金杉７丁目３番21号
： 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物中間処理業、収集運搬業及び

それらに付随する貴金属・非鉄金属回収・再生業

責任者 管理センター　中西綾子 TEL:047-490-7788
環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

ＥA２１
推進委員会

担当者 管理センター　中西綾子 TEL:047-490-7788

事業内容

認証・登録番号
認証・登録年月日
認証・登録事業者名　　 

所在地

2012年12月4日

設立年月日　昭和46年1月14日

２．組織の概要

代表取締役　遠藤信也
誠和工業株式会社
名称及び代表者氏名

３．認証・登録の対象組織・活動

事業年度 １０月～９月

資本金 １千万円

所在地
本　社
管理センター

美浦工場

金杉工場
潮見工場

　　美浦工場 3,362㎡　　潮見工場 1,325㎡　　管理センター 495㎡　　金杉工場 693㎡

総敷地面積 5,875㎡
従業員数 29人

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物中間処理業、収集運搬業及び
それらに付随する貴金属・非鉄金属回収・再生業

対象事業所名

事業活動内容

環境管理責任者

管理センター担当

売上5.6億円（2018年10月1日～2019年9月30日）

事業の規模

営業部は、事務所外活動については独立した部門とみなし、事務所内活動については管理センターに含まれる。

潮見工場長

実施体制

美浦工場長

代表取締役社長

営業部長・金杉工場

環境事務担当
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４．事業内容

①許可一覧（事業の範囲）

焼
却

中
和

油
水
分
離

焼
却

中
和

乾
燥

廃酸 ● ●

廃アルカリ ● ●

汚泥 ● ● ●

廃油 ● ● ●

廃プラスチック類 ● ●

紙くず

木くず

金属くず

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず

廃酸 ● ●

廃アルカリ ● ●

廃油 ● ● ●

感染性廃棄物 ●

②許可内容

自治体名

茨城県

茨城県

船橋市

船橋市

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県

東京都

東京都

埼玉県

埼玉県

神奈川県

神奈川県特管産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 01450004781 H30年 2月21日 H35年 2月20日

特管産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 01151004781 H30年 7月 1日 H35年 6月30日

産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 01402004781 H31年 3月 1日 H36年 1月18日

特管産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 1350004781 H30年 8月20日 H35 年 8 月 19 日

産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 01101004781 H28年 3月10日 H33年 2月17日

特管産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 01250004781 H30 年 10 月 3 日 H35 年 9 月 19 日

産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 1300004781 H28 年 11 月 1 日 H33年10月31日

特管産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 00851004781 H30年 8月16日 H35 年 7 月 13 日

産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 01200004781 H28年10月18日 H33年 8月31日

特管産業廃棄物処分業 焼却、中和及び油水分離による中間処理 10470004781 H30年 3月26日 H35年 3月25日

産業廃棄物収集運搬業 収集・運搬（積替・保管を除く） 00801004781 H28 年 11 月 1 日 H33年 9月 3日

特管産業廃棄物処分業 焼却、中和による中間処分 00871004781 H26 年 12 月 3 日 H33 年 12 月 2 日

産業廃棄物処分業 焼却、中和及び油水分離による中間処理 10420004781 H30年 3月26日 H35年 3月25日

特
管
産
業
廃
棄
物

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

事業計画の概要 事業の区分 許可番号 許可年月日 有効年月日

産業廃棄物処分業 中和、乾燥、焼却による中間処分 00821004781 H26 年 12 月 3 日 H33 年 12 月 2 日

●

●

●

●

● ●

● ● ● ● ●

産
業
廃
棄
物

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

処分 収集運搬（積替え保管を除く）

船橋市 茨城県
千
葉
県

茨
城
県

東
京
都

埼
玉
県

神
奈
川
県
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５．施設の状況

①収集運搬関係

　運搬車両一覧

形状

キャブオーバ

キャブオーバ

キャブオーバ

キャブオーバ

キャブオーバ

キャブオーバ

保冷バン

バキューム車

全車漏液対策あり（ローリータンク搭載可能）

②処分関係

＜船橋潮見工場＞

許可

許可品目

設備

*有価物回収用

能力

＜美浦工場＞

許可

許可品目

設備

能力

*有価物または自家処理廃液に限る

*同上

*同上

その他

＜金杉工場＞

設備

3t

11t １台

4t 1台

3.5t 1台

3t 3台

1台 モーターポンプ

積載 数 付帯設備

12t １台

乾留ガス化焼却炉　 １基

4t １台

3t １台

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分（中間処理）

廃酸　廃アルカリ　汚泥　廃油　廃プラスチック類　感染性廃棄物

スプレー焼却炉 １基

自動中和装置 １基

フィルタープレス 1基

：２２ｔ/day（合計）

油水分離 ：６㎥/day

油水分離装置 １基

焼却　　

フィルタープレス １基

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分（中間処理）

廃酸　廃アルカリ　汚泥　廃油　廃プラスチック類

中和　　　 ：３０㎥/day

サイクロンドライヤー １基

多段式固定床炉

減圧蒸留式濃縮装置 １基

１基

汚泥乾燥機 １基

自動中和装置 １基

焼却　 ：６ｔ/day

貴金属原料加工装置

中和　　　 ：３２㎥/day

脱水　　　 ：２㎥/hr.

乾燥　 ：４㎥/day

熱分解　　 ：0.5㎥/hr.

濃縮　　　 ：２㎥/hr.
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＊処理工程図はそれぞれ代表的な工程を表したもので、
　一部の廃棄物については、工程が異なります。

③処理工程（美浦工場）
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処理工程（金杉工場）

処理工程（潮見工場）
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６．処理実績　（t)

焼却又は乾燥又は中和 391
553

1,147

廃酸 中和 381

845廃アルカリ 中和又は焼却
焼却（熱回収有り） 2,074廃油

汚泥

5,577再資源化等量小計

焼却（熱回収有り）
焼却（熱回収有り）

186焼却（熱回収有り）有価物

廃プラスチック類
感染性廃棄物

中間処理合計 5,577

＊収集運搬量実績　２，４６９t（２０１９年１０月　～２０２０年９月）

うち
再資源化等

２０１９年度（２０１９年１０月　～２０２０年９月）

845中和又は焼却廃アルカリ

381中和廃酸

（ⅱ）中間処理
2,074

汚泥 焼却又は乾燥又は中和 391
焼却廃油

553廃プラスチック類 焼却
1,147感染性廃棄物

186

焼却

有価物 焼却又は電気分解
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７．環境目標と実績

負荷の自己 環境方針 責任部門

チェック (キーワード)

負荷指標 基準年度 単位 基準値
2019年度

目標
2019年度

実績
取組
結果

2020年度
目標

2021年度
目標

営業部 平均積載量　（ｔ） 2,821 維持 2,572 維持 維持

最大積載量　（ｔ） 3,616 ― 3,675 ― ―

積載率（％） 78 70％以上 70 70％以上 70％以上

潮見工場 稼働時間（ｈ） 5,425 91% 3,443 90% 89%

灯油消費量（L) 66,390 ― 37,973 ― ―

kg-CO₂/ｈ 30.5 27.8 27.5 27.5 27.1

kg-CO₂ 二酸化炭素排出量 ― 825,911

管理センター
電力消費量(kwh）
（数値目標 管理ｾﾝﾀｰのみ)

10,489 維持 9,909 維持 維持

中西綾子

kg-CO₂/年
購入電力先：東京電力㈱エ
ナジーパートナー
平成30年度電力の排出係
数：0.455（㎏－CO₂/ｋWｈ）

4,772 5,000以下 4,509 5,000以下 5,000以下

美浦工場 処理量（ｔ） 2,745 81% 1,617 79% 77%

委託量（ｔ） 261 ― 23 ― ―

委託比率（kg/ｔ） 95 77 14 75 73

管理センター 総排出量（㎥） 600 87% 638.5 86% 85%

合計人数 25 ― 29 ― ―

一人当たり
排水量（㎥）

24.0 20.9 21.5 20.6 20.4

管理センター 全体額（円） 100,660 維持 214,937 維持 維持

適合品（円） 80,343 ― 196,064 ― ―

購入比率（％） 80 80％以上 91 80％以上 80％以上

管理センター
参加者（人）
外部環境関連講習
への参加者2名以上

― 維持 ― 維持 維持

中西綾子 名 2 2名以上 3 2名以上 2名以上

○

○

結果の凡例

二酸化炭素
排出量

節電

平成29年度基準

中西綾子

グリーン
購入

グリーン購入の
促進

平成23年度基準

環境教育の
推進

外部環境関連講
習への積極的な

参加

平成27年度基準

環境配慮

化石燃料の削減
（収集運搬）

平成24年度基準

　○：目標達成

　△：目標達成だが努力が必要

　×：目標未達成

吉信正行

年度毎の目標・実績値

責任者
取組の自己チェックを踏まえて策定

○

○

高橋謙二

総排水量
節水

平成23年度基準
中西綾子

廃棄物
排出量

廃棄物の削減

平成22年度基準

高橋謙二

環境配慮

化石燃料の削減
（中間処理）

平成23年度基準

×

○

○
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負荷の自己 環境方針

チェック (キーワード)

負荷指標

①走行ルートを常に検討し、
最適化を図る。特に運搬重
量が積載量により近くなるよう
工夫する。

②アイドリングストップ、急発
進・急ブレーキを避けるな
ど、エコドライブを徹底する。

③オイル交換など、車両の適
切な整備を徹底する。

①上水消費量が前回請求分
に比べ２割以上増えた場合
は、漏水の点検をする。

②可能な限り雨水を利用す
る。

③不要な水消費をしないよう
心がける。

環境教育の推進

外部環境関
連講習への
積極的な

参加

外部環境関連講習への
参加者2名以上

①講習会等の情報を収集
し、積極的な参加を促す。

○
目標達成である。
外部講習により意識向上
に努める。

外部環境関連講習会等の情
報を収集し、積極的な参加を
促す。

○

取組
結果

○

グリーン
購入

総排水量

廃棄物
排出量

廃棄物の
削減

節水

①廃棄物の適切な投入など
によって、助燃材の消費量を
削減するよう、具体的な手順
を検証する。

1車両・1ルート当たりの運搬重
量の最適化し、燃料消費に伴う
二酸化炭素排出量を削減。（過
積載をせずに積載率＝平均積
載量÷最大積載量を向上させ
る）

焼却炉稼動時間当たりの燃料
消費に伴う二酸化炭素排出量を
削減。

電力使用に伴う二酸化炭素排
出量を削減。

平成30年度電力の排出係数
0.455（㎏－CO₂/ｋWｈ）
購入電力先:東京電力㈱エナ
ジーパートナー
　
動力については施設稼働率に
大きく左右され、環境活動の結
果が確認できないため、管理セ
ンターについてのみ数値目標を
定めて実施する。
尚、全社的な節電活動は目標と
直接関係ない部門においても引
き続き実施する。

廃酸・廃アルカリ・汚泥の処理重
量当たりの二次産業廃棄物発
生量を削減。

　×：目標未達成

　△：目標達成だが努力が必要

　○：目標達成

結果の凡例

①文房具は事務所でまとめ
買いし、各人の購入は可能
な限りしない。

②適合商品カタログ活用、適
合商品への切り替えの推進

グリーン
購入の
促進

従業員全体に、引き続き不要
な照明の消灯等に努め、全体
の節電に取り組み、電力削減
意識の向上と啓蒙活動を継
続。
エアコン運転の適性管理。
基本的な節電活動を実施す
る。ウォームビズ運動、クール
ビズ運動

目標達成であり、継続維
持し向上に努める。
2月に業務システムにクラ
ウドサービスを導入し、
サーバーの動力を削減。
8月に業者によるエアコン
内部の清掃により、消費
電力、冷房能力・風速の
改善。
潮見工場、美浦工場にお
いては、東京電力の省エ
ネサポートサービスを契
約し、エネマネシステムの
取付け、リアルタイムで受
電デマンドが確認できる。

○
目標達成であり、今後も
継続維持し向上に努め
る。

文房具のグリーン購入法適合商
品の比率の向上（金額ベース）。

○

○

文房具は事務所でまとめ買い
し、各人の購入は可能な限りし
ない。
適合商品カタログ活用、適合
商品への切り替えの推進

啓蒙により意識的な推進
ができ目標達成となる。
継続維持し向上に努め
る。

×

排水量増加の原因を点検・確
認しましたが、原因不明でし
た。定期的に点検を行い、基
本的な節水活動を実施する。
必要に応じ降雨水利用を促進
する。又、漏水管理について
は更に徹底する。

１０月から１２月に台風被
害のため水道料金が減免
になるが、目標未達成。
7月管理センターにおい
て、花壇への雨水利用を
始める。
今後も継続維持し向上に
努める。

従業員一人当たりの上水の使用
量を削減。

工程管理を徹底し、余分な二
次廃棄物の発生を防止する。

①エアコン設定温度・運転の
適性管理。

②不在・不要箇所の消灯、エ
アコンの停止の徹底

③ウォームビズ運動、クール
ビズ運動

①委託処分を可能な限り減
らし、自社処理する。

② 委託処分する場合は可能
な限り濃縮する。

８．環境目標と環境活動計画の取組結果と評価、次年度の取り組み内容

来年度
取組

二酸化炭素
排出量

節電

環境配慮

化石燃料の
削減

（中間処理）

2019年度

化石燃料の
削減

（収集運搬）

環境配慮

運搬ルートを常に検討し最適
化を図る。
積載物に合った車両の選定。
エコドライブと車両点検を実施
し、燃費の向上に心がける。

評価

新型コロナウイルスによる
影響で回収運搬量が減
少したが、目標達成であ
り、継続維持し向上に努
める。

焼却炉の運転管理を徹底す
る。

目標達成であり、継続維
持し向上に努める。

環境目標項目
本年度環境活動計画

（達成手段）

-　11　-



法律等の名称　（関連する条例） 当社に適用される要求事項 遵守状況

設置（変更）許可の取得
軽微変更の届出
処分業（変更・更新）許可の取得
収集運搬業（変更・更新）許可の取得
処分業変更の届出
収集運搬業変更の届出
事業範囲の遵守 ○
書面による適正な契約の締結・保管 ○
マニフェストの適正な交付（受取） ○
適正な業務終了の報告
（収集運搬、中間処分、最終処分）

○

マニフェスト帳簿の作成・保管 ○
マニフェストの適正な保管 ○
マニフェスト交付状況等の報告 ○
焼却　※ダイオキシン類対策特別措置法の欄に記載
囲い等
表示等
産業廃棄物の保管 ○
飛散、流出、悪臭の発散がないよう措置を講ずる。
特別管理産業廃棄物は他の種類のものと混合しないよう管理する。
産業廃棄物運搬時には、対応するマニフェスト
（電子マニフェストの場合は仕切り書等）を携帯する。

○

許可証（又は写し）の備付 ○
焼却施設情報の公開
（廃棄物処理量、排ガス測定結果）（毎月締め翌月末まで）

○

排出事業者として、産業廃棄物の保管場所であることの所定の表示。 ○
処分実績の報告
（毎年３月締め６月末まで）

○

収集運搬実績の報告（毎年３月締め６月末まで） ○
放射性廃棄物特別措置法 特定施設（焼却施設）の維持管理基準の遵守。 ○

特定施設の設置の届出
特定施設の変更の届出
排ガス測定・基準値の遵守
（ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素）（年２回）

○

特定施設の設置の届出
特定施設の変更の届出
測定・基準値の遵守
（排ガス、燃え殻、煤塵）（年1回）

○

測定結果の報告 ○
特定施設の設置の届出
特定施設の変更の届出
基準値の遵守 ○
特定施設の設置の届出
特定施設の変更の届出
基準値の遵守 ○

悪臭防止法
（茨城県・船橋市環境保全条例）

基準値の遵守
（臭気指数）

○

家電リサイクル法 家電4品目の小売店等への適正な引渡し ○
自動車リサイクル法 リサイクル料金の支払い・廃車の引き取り業者への引渡し ○
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法
（東京・千葉・埼玉・神奈川ディーゼル走行規制条例）

各都県の適合車種を使用 ○

浄化槽法 施設の届出・浄化槽の管理 ○
下水道法 放流開始の届出 ○

グリーン購入法
環境物品の選択
（努力義務）

○

茨城県公害防止条例 揚水機の届出 ○
茨城県景観形成条例 煙突の届出 ○

危険物貯蔵許可の申請 ○
消火器の点検を毎年１回以上実施し、３年に１回以上報告 ○
地下タンクの漏洩点検を毎週実施 ○
少量危険物貯蔵の届出 ○
指定可燃物貯蔵の届出 ○

水質汚濁防止法 特定有害物質貯蔵指定施設の届出（H24.6改正） ○

フロン排出抑制法
機器の設置環境・使用環境の維持保全　簡易点検の実施
フロン類の漏えい時の措置

○

９．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

ダイオキシン類対策特別特措法

○

○

廃棄物処理法
（施設関係）

廃棄物処理法
（委託基準関係）

廃棄物処理法
（廃棄物処理票関係）

○

○

○

廃棄物処理法
（中間処理基準関係）

廃棄物処理法
（収集運搬基準関係）

大気汚染防止法
（茨城県・船橋市環境保全条例）

○

廃棄物処理法
（その他）

○

　行政指導にも適切に従っております。

騒音規制法
（茨城県・船橋市環境保全条例）

消防法

○

　また、創業以来訴訟もございません。

違反、訴訟等の有無
　環境関連法規の遵守状況に関して、評価した結果、違反はありません。

振動規制法
（茨城県・船橋市環境保全条例）

○
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１０.代表者による見直しの結果

代表取締役　遠藤信也

2019年度　代表者による見直し 実施日2020年 11月2日

今期は新型コロナウィルスに加え、当社としては初めての火災事故を二度も体験し、大きく

混乱した一年となってしまいました。

火災の根本原因は、社内及び外注先の人材不足にあると考えています。設備のメンテナンス

をお願いしていた鉄鋼所や電気工事店等の職人が高齢化し、若手人材の育成も滞っているこ

とから、以前のような保守計画を実行できない状況が続いています。また、社内においても

技術的知識を持つ作業員の世代交代は順調とは言えず、設備不具合の見落としが増えてきて

おり、様々な事故のリスクは高まっていると言わざるを得ません。

プラント保守管理の完全内製化は緊急の課題であり、現場作業員の教育・訓練が来季の最重

要テーマです。そのためにEA21の仕組みをどのように活用できるか、早急に検討していきま

す。
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